
二
五
一

自
家
用
自
動
車
特
例
法
施
行
令
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
輸
入
税
の
軽
減
の
申
請

二
五
二

自
家
用
自
動
車
特
例
法
施
行
令
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出

二
五
三

自
家
用
自
動
車
特
例
法
施
行
令
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出

二
五
四

コ
ン
テ
ナ
ー
に
関
す
る
通
関
条
約
及
び
国
際
道
路
運
送
手
帳
に
よ
る
担
保
の
下
で
行
な
う
貨
物
の
国

際
運
送
に
関
す
る
通
関
条
約
（
Ｔ
Ｉ
Ｒ
条
約
）の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律（
昭

和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
」
と
い
う
。）第
四
条
の
規
定
に
よ
る

期
間
延
長
又
は
用
途
外
使
用
の
承
認
の
申
請

二
五
五

コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
定
率
法
第
十
三
条
第
七
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
亡
失
の
届
出
、
滅
却
の
承
認
の
申
請
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
関
税
の
軽

減
の
申
請

二
五
六

コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

二
五
七

コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請

二
五
八

コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

二
五
九

コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
第
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

二
六
〇

コ
ン
テ
ナ
ー
に
関
す
る
通
関
条
約
及
び
国
際
道
路
運
送
手
帳
に
よ
る
担
保
の
下
で
行
な
う
貨
物
の
国

際
運
送
に
関
す
る
通
関
条
約
（
Ｔ
Ｉ
Ｒ
条
約
）
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
。
以
下
「
コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
施
行
令
」
と
い
う
。）

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

二
六
一

コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
施
行
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出

二
六
二

コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
施
行
令
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請

二
六
三

コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
施
行
令
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
証
紙
の
は
り
付
け
に
係
る
報
告

二
六
四

コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
施
行
令
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

二
六
五

物
品
の
一
時
輸
入
の
た
め
の
通
関
手
帳
に
関
す
る
通
関
条
約
（
Ａ
Ｔ
Ａ
条
約
）
の
実
施
に
伴
う
関
税

法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
「
Ａ
Ｔ
Ａ
条
約
特
例
法
」
と

い
う
。）第
四
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
期
間
延
長
の
承
認
の
申
請

二
六
六

Ａ
Ｔ
Ａ
条
約
特
例
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請

二
六
七

Ａ
Ｔ
Ａ
条
約
特
例
法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

二
六
八

Ａ
Ｔ
Ａ
条
約
特
例
法
第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

二
六
九

物
品
の
一
時
輸
入
の
た
め
の
通
関
手
帳
に
関
す
る
通
関
条
約
（
Ａ
Ｔ
Ａ
条
約
）
の
実
施
に
伴
う
関
税

法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
三
百
十
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ

る
届
出

二
七
〇

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
六

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
輸
入
申
告
又
は
特
例
申
告
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ

る
規
定
に
よ
る
申
告

イ

消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
七
条

ロ

酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
三
十
条
の
三

ハ

た
ば
こ
税
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
八
条

ニ

揮
発
油
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
十
一
条
及
び
地
方
道
路
税
法
（
昭
和
三

十
年
法
律
第
百
四
号
）
第
七
条
第
一
項

ホ

石
油
ガ
ス
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
十
七
条

ヘ

石
油
税
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
四
条

二
七
一

国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
更
正
の
請
求
（
税

関
長
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。）

二
七
二

国
税
通
則
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
（
税
関
長
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。）

二
七
三

国
税
通
則
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書

面
の
提
出
（
税
関
長
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。）

二
七
四

国
税
通
則
法
施
行
令
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
（
過
誤
納
金
に
係
る
も
の
に

限
る
。）

２

た
ば
こ
特
別
税
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
大
蔵
省
令
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

税
関
関
係
法
令
に
係

る
行
政
手
続
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る

省
令
（
平
成
十
五
年

財
務
省
令
第
七
号
）

別
表
第
二
七
〇
号

第
十
八
条

第
十
八
条
及
び
一
般
会
計
に
お
け
る
債

務
の
承
継
等
に
伴
い
必
要
な
財
源
の
確

保
に
係
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第

十
二
条
第
一
項
（
た
ば
こ
税
法
第
十
八

条
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

平成˜œ年š月™›日 月曜日 (号外第�—号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
三
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
十
六
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
十
六
及
び
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十

一
条
の
十
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
援
費
の
請
求
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
一
号

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令

（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
の
事
務
費
交
付
金
の
交
付

額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

介
護
保
険
の
事
務
費
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

介
護
保
険
の
事
務
費
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す

る
省
令
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
一
万
千
九
百
円
」
を
「
一
万
千
八

百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
五
年

度
分
の
事
務
費
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
八
項
（
同
法
第

二
十
八
条
第
四
項
、
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
条
第

二
項
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）並
び
に
同
法
第
三
十
二
条
第
四
項
（
同
法
第
三

十
三
条
第
四
項
及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
、
要
介
護
認
定
等

に
係
る
介
護
認
定
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準

等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

要
介
護
認
定
等
に
係
る
介
護
認
定
審
査
会
に
よ
る

審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令

要
介
護
認
定
等
に
係
る
介
護
認
定
審
査
会
に
よ
る
審
査

及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生

省
令
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
三
十
分
」
を「
三
十
二
分
」

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
該
当
す
る
程
度
」
を

「
要
介
護
認
定
等
基
準
時
間
が
二
十
五
分
以
上
で
あ
る
状

態
（
当
該
状
態
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
除

く
。）又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
状
態
」
に
、

「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
」
を
「
要
介
護
認
定
等
基
準

時
間
が
二
十
五
分
以
上
で
あ
る
状
態
（
当
該
状
態
に
相
当

す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
除
く
。）又
は
こ
れ
に
相
当

す
る
と
認
め
ら
れ
る
状
態
に
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
要
介
護
認
定
等
に

係
る
介
護
認
定
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準

等
に
関
す
る
省
令
に
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
介
護
保
険

法
第
二
十
七
条
第
八
項
前
段
（
同
法
第
二
十
八
条
第
四

項
、
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第

三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

及
び
第
三
十
二
条
第
四
項
前
段
（
同
法
第
三
十
三
条
第

四
項
及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
介
護
認
定
審
査
会
に
よ
る
審

査
及
び
判
定
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
審
査
及
び

判
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
の

間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
改
正
規
定
中
別
表
第
一
〇
三
号
に
掲
げ
る
申

請
等
に
係
る
部
分
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

š˜


